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議案番号 件      名 
提案課名 内      容 

 
議案第８６号 

 
三田市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の制定について 

 
こども政策課 

 

【関係法令】 

 学校教育法施行令（昭和 28 年政令第 340 号） 

 三田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成 26 年三田市条例第 29 号） 

三田市立学校の通学区域に関する規則（昭和 34 年三田市教育委員会

規則第１号） 

 

【趣  旨】 

 三田市放課後児童クラブの入所資格について、区域外就学を行う児

童の入所希望等に対応するため、所要の規定の整備を行うに当たり、

当該条例の一部を改正しようとするもの。 

 

【内  容】 

 入所資格（第５条関係）に、次の１項を加える。 

  「前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めた児童

は、児童クラブに入所することができる。」 

 

【施行期日】 

 公布の日 

 
 


